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○農産物検査に関する事務処理要領（平成 28年４月１日付け 28農産第 289号愛媛県農林水産部長通知）の一部改正 

新 旧 

  

農産物検査に関する事務処理要領 

 

Ⅰ～Ⅳ （略） 

 

別紙１ 地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル 

 

第１～第５ （略） 

様式第１-１号～様式第 10号 （略） 

 

 

様式例第１号 

農産物検査業務規程記載事項（例） 作成のポイント 

 

農産物検査業務規程 

 

（登録検査機関名） 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 農産物検査を行う農産物

の種類、区域等 

 

第６条～第８条 （略） 

 

（農産物検査の請求の受付場所） 

第９条 農産物検査の請求の受付場

所は、次のとおりとする。 

名称 所在地 

  

  

  

なお、上記にかかわらず、全省庁

統一の電子申請システム（以下、

「共通申請サービス」という。）を

通じて請求を受けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農産物検査の請求の受付場所） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農産物検査に関する事務処理要領 

 

Ⅰ～Ⅳ （略） 

 

別紙１ 地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル 

 

第１～第５ （略） 

様式第１-１号～様式第 10号 （略） 

 

 

様式例第１号 

農産物検査業務規程記載事項（例） 作成のポイント 

 

農産物検査業務規程 

 

（登録検査機関名） 

 

第１章～第２章 （略） 

 

第３章 農産物検査を行う農産物

の種類、区域等 

 

第６条～第８条 （略） 

 

（農産物検査の請求の受付場所） 

第９条 農産物検査の請求の受付場

所は、次のとおりとする。 

名称 所在地 

  

  

  

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農産物検査の請求の受付場所） 

（略） 
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第 10条 （略） 

 

第４章 農産物検査の業務の実施 

 

（農産物検査を行う者） 

第 11条 農産物検査は、第 27条第１

項の規定により会長が任命した農

産物検査員が検査場所において行

う。 

２ 農産物検査員は、自ら指示すると

ころにより農産物検査の実施業務

のうち、次に掲げる業務を補助者に

行わせることができるものとする。 

 一 検査試料の採取業務 

 二 量目に係る検査における計量

業務 

三 農産物検査法施行規則（昭和 26

年農林省令第 32号。以下「規則」

という。）第 10条第３項の等級又

は品位の測定結果の表示業務 

 

（農産物検査の請求の受理） 

第 12条 本会は、農産物検査の請求

をしようとする者（以下「検査請求

者」という。）から別記様式（共通

申請サービスによる検査請求を含

む。以下同じ）による農産物検査に

係る検査請求書（以下「検査請求書」

という。）が提出されたときは、こ

れを受理し、検査請求受付簿へ整理

の上、農産物検査を行うものとす

る。 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（農産物検査を行う者） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農産物検査の請求の受理） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10条 （略） 

 

第４章 農産物検査の業務の実施 

 

（農産物検査を行う者） 
第 11 条 農産物検査は、第 27 条第
１項の規定により会長が任命した
農産物検査員が検査場所において
行う。 

２ 農産物検査員は、自ら指示する
ところにより農産物検査の実施業
務のうち、次に掲げる業務を補助
者に行わせることができるものと
する。 

 一 検査試料の採取業務 
 二 量目に係る検査における計量
業務 

三 農産物検査法施行規則（昭和 26
年農林省令第 32号。以下「規則」
という。）第 10条第３項の検査証
明の押印業務 

 

（農産物検査の請求の受理） 
第 12条 本会は、農産物検査の請求
をしようとする者（以下「検査請
求者」という。）から別記様式に
よる農産物検査に係る検査請求書
（以下「検査請求書」という。）
が提出されたときは、これを受理
し、検査請求受付簿へ整理の上、
農産物検査を行うものとする。 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（農産物検査を行う者） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農産物検査の請求の受理） 

（略） 
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（農産物検査の受付の条件） 

第13条 本会は、次に掲げる場合を除

き、農産物検査員があらかじめ量

目、荷造り及び包装について、農産

物規格規程に定められた規格に相

当すると認めた農産物（包装されて

いないものにあっては、○○キログ

ラム以上のものに限る。）でなけれ

ば、農産物検査を行わない。 

一 量目についての条件を欠く米穀

について、法第５条第２項（法第

34 条第３項において準用する場合

を含む。）の品位等検査を受ける場

合 

二 法第15条第２項の品位等検査

を受ける場合 

三 法第34条第１項の品位等検査

を行う場合 

２ （略） 

 

第 14条～第 15条 （略） 

 

（検査試料の採取） 

第 16条 検査試料の採取は、農林水

産大臣が定める標準抽出方法に従

って行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（品位等検査の受付の条件） 

（略） 

 

 

 

（産地品種銘柄の銘柄検査の受付の

条件） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（検査試料の採取） 

１～３ （略） 

（３－１ 判断する基準について） 

① 二項分布等で算出された着色

粒等の混入確率と穀粒判別機の

着色粒等の測定値を比較し、均一

であること。 

② 穀粒判別器の測定値に特定の

傾向がないこと。 

なお、「特定の傾向」とは、採

取した20試料において、着色粒が

時間軸により、混入割合に増加傾

向又は減少傾向があると判断さ

れる状態をいう。 

 

（農産物検査の受付の条件） 

第 13条 本会は、次に掲げる場合を

除き、農産物検査員があらかじめ

量目、荷造り及び包装についての

規格に相当すると認めた農産物

（包装されていないものにあって

は、○○キログラム以上のものに

限る。）でなければ、農産物検査

を行わない。 

一 量目についての条件を欠く米穀

について、法第５条第２項（法第

34 条第３項において準用する場合

を含む。）の品位等検査を受ける

場合 

二 法第 15 条第２項の品位等検査を

受ける場合 

三 法第 34 条第１項の品位等検査を

行う場合 

２ （略） 

 

 

 

第 14条～第 15条 （略） 

 

（検査試料の採取） 

第 16条 検査試料の採取は、農林水

産大臣が定める標準抽出方法に従

って行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（品位等検査の受付の条件） 

（略） 

 

 

 

（産地品種銘柄の銘柄検査の受付の

条件） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（検査試料の採取） 

１～３ （略） 

（３－１ 判断する基準について） 

① 農林水産省ホームページに掲載

されている「均一性チェックシー

ト」等を用い、二項分布で算出さ

れた着色粒の混入確率と穀粒判別

機の着色粒の測定値を比較し、均

一であること。 

② 二項分布内で特定の傾向がない

こと。 

なお、「特定の傾向」とは、採

取した 20試料において、着色粒が

時間軸により、混入割合に増加傾

向又は減少傾向があると判断され

〔外国産農産物に係る品位等検査及

び成分検査を行う場合〕 

２ 採取した試料は、本会が検査

後○年間保存するものとする。 

３ 保管期間を経過した採取試

料は、検査請求者の不利益とな

らない範囲内で、本会において

処分するものとする。 

〔外国産農産物に係る品位等検査及

び成分検査を行う場合〕 

２ 採取した試料は、本会が検査

後○年間保存するものとする。 

３ 保管期間を経過した採取試

料は、検査請求者の不利益とな

らない範囲内で、本会において

処分するものとする。 
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第 17条～第 18条 （略） 

 

（農産物検査の結果の通知） 

第 19条 農産物検査員は、様式○号

により農産物検査の実施後すみや

かに検査結果を請求者に通知する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20条 （略） 

 

第５章～第６章 （略） 

 

第 7 章 農産物検査の公正な実施

のために必要な事項 

 

第 29条～第 37条 （略） 

 

（農産物検査結果の報告） 

第 38条 会長は、法又は法に基づく

命令の定めるところにより県知事へ

必要な報告を遅滞なく提出するもの

とする。 

 

（３－２ 施設の公表について） 

（略） 

（３－３ 検査方法について） 

（略） 

（３－４ 試料の採取方法について） 

（略） 

 

（略） 

 

（農産物検査の結果の通知等） 

農産物検査結果の通知を行う場合

には、発行様式等を定めること。 

また、共通申請サービスから検査請

求がされたものについては、検査結果

を共通申請サービスにより検査請求

者に通知することができる。 

なお、農産物検査結果の通知には、

最低限次に掲げる事項が記載されて

いることが望ましい。 

（1）請求者氏名及び住所 

（2）検査結果別数量 

（3）格付理由 

（4）検査年月日 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

（農産物検査の結果の報告） 

 検査数量その他必要な報告を期限

までに実施すること。 

 なお、同報告は共通申請サービスに

より検査の報告ができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17条～第 18条 （略） 

 

（農産物検査の結果の通知） 

第 19条 農産物検査員は、様式○号

により農産物検査の実施後すみや

かに検査結果を請求者に通知する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20条 （略） 

 

第５章～第６章 （略） 

 

第 7 章 農産物検査の公正な実施

のために必要な事項 

 

第 29条～第 37条 （略） 

 

（農産物検査結果の報告） 

第 38条 会長は、法又は法に基づく

命令の定めるところにより県知事へ

必要な報告を遅滞なく提出するもの

とする。 

 

る状態をいう。 

（３－２ 施設の公表について） 

（略） 

（３－３ 検査方法について） 

（略） 

（３－４ 試料の採取方法について） 

（略） 

 

（略） 

 

（農産物検査の結果の通知等） 

農産物検査結果の通知を行う場合

には、発行様式等を定めること。 

（追加） 

なお、農産物検査結果の通知には、

最低限次に掲げる事項が記載されて

いることが望ましい。 

（1）請求者氏名及び住所 

（2）検査結果別数量 

（3）格付理由 

（4）検査年月日 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

（農産物検査の結果の報告） 

 検査数量その他必要な報告を期限

までに実施すること。 

（追加） 

 



 - 5 - 

第 39条 （略） 

 

別記様式 （略） 

 

 

 

様式例第２号 （略） 

 

 

別紙２ 地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル 

 

第１～７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 39条 （略） 

 

別記様式 （略） 

 

様式例第２号 （略） 

 

 

別紙２ 地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル 

 

第１～７ （略） 
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様式第１号～様式第８号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号～様式第８号 （略） 
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別紙３ 農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル 

 

（略） 

 

別紙４ 農産物検査の検査結果等報告マニュアル 

 

第１～第４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル 

 

（略） 

 

別紙４ 農産物検査の検査結果等報告マニュアル 

 

第１～第４ （略） 
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様式第１号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号～第７号 （略） 

 

 

 

様式第１号 （略） 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号～第７号 （略） 

 


